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あ
け
ま
し
て 

お
め
で
と
う 

ご
ざ
い
ま
す 

     

本
年
も
役
職
員
一
同
、
地
域
経
済
発

展
の
た
め
、
よ
り
い
っ
そ
う
邁
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
商
工
会
へ
の
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
ご

協
力
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 令

和
二
年
一
月 

小
須
戸
商
工
会 

会
長 

山
口 

能
行 

 

副
会
長  

星
田 

浩
意 

副
会
長  

村
井 

 

豊 

理
事 

髙
野 

浩
和 

理
事 

八
木 

達
雄 

春
雄 

理
事 

古
川 

 

満 

理
事 

村
山 

朋
浩 

理
事 

砂
井 

時
雄 

理
事 

梅
津 

三
洋 

理
事 

小
林 

市
蔵 

理
事 

保
科 

唯
雄 

  

去
る
十
一
月
二
十
五
日
（
月
）
午
後
三
時

三
十
分
か
ら
、
小
須
戸
商
工
会
館
に
お
い

て
、
新
潟
市
秋
葉
区
長 

夏
目
久
義
様
、
小

須
戸
出
張
所
長 

牛
腸
要
一
様
、
産
業
振
興

課
長
補
佐 

水
澤
喜
代
志
様
、
建
設
課
課
長

補
佐 

増
田
英
記
様
を
お
招
き
し
て
、「
行

政
と
の
懇
談
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

紙
面
の
都
合
上
、
事
前
質
問
・
要
望
事
項

に
対
す
る
回
答
の
趣
旨
の
み
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。 

    

新
潟
市
側
の
約
一
．
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

と
田
上
側
約
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
計
約
二
．

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
、
工
事
は
順

調
に
進
ん
で
お
り
、
令
和
二
年
三
月
末
の

開
通
を
目
指
し
て
い
る
。
開
通
に
は
式
典

も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
今
後
詳
細
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。 

   

昨
年
（
令
和
元
年
）
の
六
月
に
地
権
者
へ
、

事
業
と
測
量
へ
の
協
力
に
つ
い
て
の
説
明

会
を
開
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
の
詳
細

な
設
計
計
画
が
遅
れ
て
い
る
影
響
で
、
測

量
の
準
備
作
業
が
遅
れ
て
い
る
が
、
今
年

度
末
ま
で
に
測
量
を
行
い
、
来
年
度
か
ら

は
用
地
交
渉
に
入
っ
て
い
く
計
画
で
あ
る
。

工
事
は
国
の
信
濃
川
下
流
河
川
事
務
所
が

行
っ
て
お
り
、
測
量
や
用
地
買
収
の
状
況

に
も
よ
る
が
、
橋
の
撤
去
も
含
め
る
と
十

五
年
程
度
か
か
る
大
規
模
な
工
事
に
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
引
き
続
き
皆
様
の

ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
し
っ
か
り

安
全
に
進
め
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る

た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
た
い
。 

 

   

新
潟
市
に
お
い
て
、
商
店
街
活
性
化
事

業
の
補
助
金
の
中
に
商
店
街
環
境
整
備
事

業
と
い
う
制
度
が
あ
る
。
共
同
で
設
け
ら

れ
た
施
設
の
設
備
の
新
規
設
置
、
既
設
設

備
の
一
部
改
修
・
撤
去
な
ど
が
補
助
対
象

と
な
っ
て
お
り
、
補
助
率
が
三
〇
パ
ー
セ

ン
ト
か
ら
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
間
で
設
定

さ
れ
て
い
る
。
一
部
負
担
し
て
い
た
だ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い

る
が
、
詳
細
は
産
業
振
興
課
ま
で
お
問
合

せ
い
た
だ
き
た
い
。 

   

 

倉
庫
の
隣
の
土
地
は
車
が
停
め
ら
れ
る

ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、
新
潟
市
の
所
有
の
財

産
で
あ
る
が
、
駐
車
場
と
し
て
利
用
で
き

る
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ

り
、
駐
車
場
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
駐
車

禁
止
の
看
板
に
つ
い
て
は
整
備
・
撤
去
も

含
め
て
市
場
の
方
と
も
意
見
交
換
し
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。 

以
上
が
、
回
答
の
要
旨
で
す
。 

 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
で
は
、
会
員
向

け
の
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
無
料
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
作
成
サ
ー
ビ
ス
「
S

H

I

F

T
」

を
平
成
十
九
年
度
か
ら
会
員
の
皆
様
に
無

償
で
提
供
を
行
っ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の

度
、
I

T
技
術
の
進
展
に
伴
う
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
機
能
の
強
化
や
最
新
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

等
の
諸
課
題
へ
の
対
応
が
困
難
と
の
判
断

か
ら
、
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ

て
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

サ
ー
ビ
ス
提
供
の
終
了
に
際
し
て
、
長

ら
く
ご
利
用
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
と

お
詫
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

1月 

の花 
 

すいせん 

 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第２３５号 

小須戸 

商工会 

 

令
和
元
年
年
度 

「
行
政
と
の
懇
談
会
」
開
催 

◎
国
道
四
〇
三
号
バ
イ
パ
ス
の 

全
線
開
通
に
つ
い
て 

◎
小
須
戸
本
町
商
店
街
の
ア
ー
ケ
ー
ド
の 

維
持
管
理
に
係
る
助
成
制
度
に
つ
い
て 

理
事 

武
田 

 

聡 

理
事 

小
池
富
美
雄 

理
事 

川
瀬 

雅
司 

理
事  

吉
田 

松
夫 

理
事 

高
井 

 

学 

理
事 

加
藤 

由
輝 

理
事 

長
井 

隆
史 

理
事 

高
橋 

綾
子 

監
事 

田
中 

正
英 

監
事  

小
見 

健
雄 

職

員

一

同 

◎
小
須
戸
橋
架
け
替
え
事
業
の 

進
捗
状
況
に
つ
い
て 

商
工
会
無
料
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
サ
ー
ビ
ス

「
S

H

I

F

T
」
か
ら 

「
グ
ー
ペ
」
へ
移
行
し
ま
す 

◎
本
町
四
丁
目
倉
庫
脇
の 

ス
ペ
ー
ス
へ
の
駐
車
線
の
整
備
と 

倉
庫
掲
示
板
の
整
備
つ
い
て 
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な
お
、
後
継
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
新
た
に

民
間
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
ツ
ー
ル
「
グ

ー
ペ
」
を
商
工
会
員
限
定
で
月
額
無
料
に

て
ご
案
内
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
を
ご
希
望
の
方

は
商
工
会
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
の
嘱
託
専
門
指 

導
員
（
弁
護
士
）
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会 

を
小
須
戸
商
工
会
に
て
開
催
し
ま
す
。 

 

相
談
内
容
は
、
事
業
に
関
す
る
（
利
息
の 

過
払
い
請
求
、
事
業
再
生
の
方
法
、
従
業
員 

と
の
労
働
契
約
の
ト
ラ
ブ
ル
、
売
掛
金
の 

回
収
な
ど
）
の
他
、
遺
産
相
続
、
交
通
事
故 

の
賠
償
な
ど
、
法
律
で
解
決
で
き
る
こ
と 

で
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
ご
相
談
い
た
だ
け 

ま
す
。 

 

日
程
等
、
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。
相

談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
小
須
戸
商
工
会

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

【
日 

時
】 

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
（
火
） 

【
時 

間
】 

 

午
前
十
時
～
正
午 

※
原
則
、
一
相
談
に
つ
き
三
十
分
で
す
。 

※
事
前
予
約
制
で
す
。 

【
相
談
員
名
】 

奈
良
橋 

隆 

弁
護
士 

新
津
税
務
署
で
は
、
左
記
内
容
に
て
、
申

告
に
関
す
る
相
談
会
場
を
設
置
し
ま
す
。 

【
場
所
】
秋
葉
区
役
所 

六
階
会
議
室 

【
期
間
】 

二
月
十
七
日(

月)

～
三
月
十
六
日(

月) 

 

午
前
九
時
～
午
後
四
時(

土
日
除
く) 

※
設
置
期
間
中
は
、
新
津
税
務
署
庁
舎
で

は
、
申
告
相
談
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。 

【
令
和
元
年
分
の
確
定
申
告
期
間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

納
期
限)

】 

≪

所
得
税≫

 

二
月
十
七
日(

月)

～
三
月
十
六
日(

月) 

 
 
(

振
替
納
税
は
、
四
月
二
十
一
日
（
火) 

≪
贈
与
税≫

 
二
月
三
日(

月)

～
三
月
十
六
日(

月) 

≪

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税≫

 

二
月
十
七
日(
月)
～
三
月
三
十
一
日(

火) 

(

振
替
納
税
は
、
四
月
二
十
三
日(

木) 

☆
振
替
納
税(

口
座
引
落
し)

を
選
択
さ
れ

ま
す
と
、
振
替
期
日
の
引
落
し
を
も
っ
て
、

期
限
内
納
税
と
な
り
ま
す
の
で
お
得
で
す
。 

希
望
さ
れ
る
方
は
、
税
務
署
へ
「
口
座
振

替
依
頼
書
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

昨
年
よ
り
、
税
務
署
か
ら
所
得
税
の
申

告
書
用
紙
の
送
付
に
代
わ
っ
て
、
ハ
ガ
キ

（
又
は
通
知
書
）
が
発
送
さ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
の
ハ
ガ
キ
に
は
確
定
申
告
に
必

要
な
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
会

に
確
定
申
告
の
相
談
指
導
を
依
頼
さ
れ
る

方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
告
に
必
要
な
書

類
と
一
緒
に
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
（
又
は
通

知
書
）
も
ご
持
参
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
ハ
ガ
キ
は
一
月

下
旬
に
発
送
さ
れ
る
見
込
み
で
す
。 

【
控
除
要
件
の
変
更
】 

令
和
二
年
分
以
降
、
六
十
五
万
円
の
青

色
申
告
特
別
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

現
行
の
適
用
用
件
（
複
式
簿
記
、
損
益
計
算

書
、
貸
借
対
照
表
の
添
付
）
に
加
え
、
次
の

要
件
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。 

①
電
子
申
告
を
す
る
。 

②
電
子
帳
簿
保
存
方
法
に
対
応
す
る
会
計

ソ
フ
ト
を
用
い
て
記
帳
し
、
か
つ
、
電
子
帳

簿
保
存
の
承
認
申
請
書
を
税
務
署
へ
提
出

す
る
。 

※
な
お
、
商
工
会
で
記
帳
代
行
を
行
っ
て

い
る
事
業
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
用
件
①

で
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
理

解
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
基
礎
控
除
額
の
変
更
】 

令
和
二
年
分
以
降
の
個
人
の
所
得
税
に

お
け
る
基
礎
控
除
額
は
、
次
の
表
の
よ
う

に
変
更
に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
願
い

ま
す
。 

        

 

    

    

新
津
税
務
署
か
ら 

確
定
申
告
に
係
る
お
知
ら
せ 

 

無
料
法
律
相
談
を
開
催
し
ま
す 

改正後（令和２年分申告以後） 

控除額 
要件 青色 

控除 

基礎 

控除 
合計 

６５ 

万円 

４８ 

万円 

１１３ 

万円 

【改正前の「65 万円控

除」】の要件 

    ＋ 

e-Taxによる電子申告 

   または 

電子帳簿保存 
55 

万円 

48 

万円 

103 

万円 

【改正前の「65万円控除」】

の要件 

10 

万円 

48 

万円 

58 

万円 

【改正前の「10万円控除」】

の要件 

 

改正前（令和元年分申告まで） 

控除額 

要件 青色 

控除 

基礎 

控除 
合計 

６５ 

万円 

３８ 

万円 

１０３ 

万円 

（1）複式簿記で記帳 

（2）貸借対照表と損益

計算書を申告書に

添付 

（3）期限内申告 

10 

万円 

38 

万円 

48 

万円 
簡易な記帳 

 

青
色
申
告
特
別
控
除
改
正
の
お
知
ら
せ 

確
定
申
告
の
ご
相
談
の
際
に
は 

お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
が
必
要
で
す 


